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認知症疾患医療センターの指定について

令和２年８月１日

高 齢 福 祉 課

【認知症疾患医療センターとは】

地域の関係機関と連携を図りながら、認知症疾患に関する鑑別診断とその初期対応、

急性期治療に関する対応、専門医療相談等を実施するとともに、保健・医療・介護関係

者等への研修等を行っています。

福島県では、令和２年８月１日現在、下記の１０か所の認知症疾患医療センターを指

定しています。

地 域 医 療 機 関 名

日本赤十字社福島県支部 福島赤十字病院

県北

医療法人湖山荘 あづま通りクリニック

公益財団法人 星総合病院

県中

社会医療法人 あさかホスピタル

県南 福島県立矢吹病院

会津 一般財団法人竹田健康財団 竹田綜合病院

南会津 福島県立南会津病院

相双 公益財団法人金森和心会 雲雀ヶ丘病院

公益財団法人磐城済生会 舞子浜病院

いわき

医療法人社団石福会 四倉病院
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